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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の天板を横方向に連設し、該天板を支持する中間脚に配線用の縦ダクトを設けてな
るテーブルにおいて、前記中間脚は、間隔を隔てて配置した一対の支脚を備え、前記縦ダ
クトは、前記中間脚の両支脚を取り囲むように、平面視略コ字形の一対のダクトカバーを
対向配置し、前記両支脚の外側側面に、前記ダクトカバーの両端縁部を係着手段にて着脱
可能且つ取付位置を側方へ変更可能に係着し、両支脚及び１対のダクトカバーで縦方向に
連続したダクト空間が形成されたことを特徴とするテーブルの配線ダクト装置。
【請求項２】
　前記係着手段として、前記ダクトカバーの両端縁部の内側と前記両支脚の外側側面の一
方にマグネット又は係合爪を設け、他方にスチール板等の吸着面又は係合孔を形成し、前
記マグネットを吸着面に吸着し又は係合爪を係合孔に係止してダクトカバーを係着してな
る請求項１記載のテーブルの配線ダクト装置。
【請求項３】
　前記中間脚は、テーブルの奥行方向の前後両側に間隔を隔てて一対の支脚を配置し、両
支脚の上端間に上向き開放した断面コ字形の支持杆を渡設するとともに、下部間に連結杆
を連結してなる請求項１又は２記載のテーブルの配線ダクト装置。
【請求項４】
　前記縦ダクトは、中間脚の両支脚の間に、上段コード受けを前記支持杆に吊止部材を用
いて吊り下げ状に設けるとともに、下段コード受けを高さ調節可能に設け、更に前記中間
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脚と上段コード受け及び下段コード受けを取り囲むように一対のダクトカバーを、両支脚
の外側側面に係着手段にて取付けてなる請求項３記載のテーブルの配線ダクト装置。
【請求項５】
　前記係着手段として、前記両支脚の内側面に複数の係止部を設けた係止金具を、該係止
部が支脚の端面から突出するように取付け、前記ダクトカバーの内面両側部に設けた補強
部材に前記係止金具の係止部に係止する係止孔若しくは係止凹部を設け、前記係止金具の
支脚への取付姿勢に応じて前記ダクトカバーの取付位置を変化させてなる請求項１記載の
テーブルの配線ダクト装置。
【請求項６】
　前記中間脚は、両側に板状の支脚を平行に配置し、両支脚間を複数のコード受けで連結
して一体化し、該支脚の上端に天板を支持する中間アームの中央部と固定する凹部を設け
てなる請求項５記載のテーブルの配線ダクト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テーブルの配線ダクト装置に係わり、更に詳しくは床面から天板下へ配線す
るためのテーブルの配線ダクト装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、複数の天板を連設し、端部に位置する天板の外側端おいて棒脚あるいは脚板
で支持するとともに、天板の連結部においては中間脚で支持した構造のテーブルは各種提
供されている。また、天板の下面周縁部にビーム部材を配置して天板を補強するとともに
、コーナー部でビーム部材に連結した脚ブラケットに棒脚を固定する基本構造も公知であ
る。
【０００３】
　また、床面から天板下へ配線するための縦ダクトを備えたテーブルも公知である。特に
、天板を支持する脚部にダクト機能を設けたものも各種提供されている。例えば、特許文
献１には、天板を支持する両支柱間にダクトパネルを取付け、床面からケーブルをダクト
パネルに設けた配線ダクトを通して天板に開口した挿通孔から引き出す構造が開示されて
いる。また、特許文献２には、天板を支持する支持脚にカバー取付け材を取付け、該カバ
ー取付け材に対してカバー部材を係脱可能に取付け、カバー部材内部を配線スペースとし
て使用する配線ダクト装置が開示されている。ここで、特許文献２では、床面から引き出
したケーブルを空中に露出した状態で、カバー部材の下端部から内部に引き込み、天板の
下面に導く使用例が示されている。
【０００４】
　また、脚部に配線ダクトを設けたものではないが、特許文献３には、自立可能な台脚の
上端に配線ボックスをその接続用コンセントを上面に向けて設けるとともに、表裏両面に
カバー部材を取付けて内部に上下方向のダクト空間を形成し、該ダクト空間の内部に複数
のケーブル受けを設けた配線収納装置が開示され、前後に配置した机の天板の縁部に形成
した切り込み部から前記配線ボックスを臨ませて使用する使用形態が開示されている。
【０００５】
　何れの特許文献に記載の配線ダクト装置も床面から引き出したケーブルを天板下まで導
くことができるが、床面から引き出したケーブルが配線ダクト装置の真下に位置すること
は稀であるので、殆どの場合がケーブルは一旦露出することになる。ケーブルが床面近く
に露出していると、目障りであるばかりでなく、ケーブルに足を引っ掛けるといった不慮
の事故が発生する恐れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１２５９４６号公報
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【特許文献２】特開２００５－１３１２８１号公報
【特許文献３】特開２００１－１３５９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明が前述の状況に鑑み、解決しようとするところは、テーブルの脚に配線
機能を持たせるとともに、床面から引き出したケーブルをテーブルの配置に係わらず外部
に露出することなく天板下まで導くことが可能なテーブルの配線ダクト装置を提供する点
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前述の課題解決のために、複数の天板を横方向に連設し、該天板を支持する
中間脚に配線用の縦ダクトを設けてなるテーブルにおいて、前記中間脚は、間隔を隔てて
配置した一対の支脚を備え、前記縦ダクトは、前記中間脚の両支脚を取り囲むように、平
面視略コ字形の一対のダクトカバーを対向配置し、前記両支脚の外側側面に、前記ダクト
カバーの両端縁部を係着手段にて着脱可能且つ取付位置を側方へ変更可能に係着し、両支
脚及び１対のダクトカバーで縦方向に連続したダクト空間が形成されたことを特徴とする
テーブルの配線ダクト装置を構成した（請求項１）。
【０００９】
　ここで、前記係着手段として、前記ダクトカバーの両端縁部の内側と前記両支脚の外側
側面の一方にマグネット又は係合爪を設け、他方にスチール板等の吸着面又は係合孔を形
成し、前記マグネットを吸着面に吸着し又は係合爪を係合孔に係止してダクトカバーを係
着してなることが好ましい（請求項２）。
【００１０】
　また、前記中間脚は、テーブルの奥行方向の前後両側に間隔を隔てて一対の支脚を配置
し、両支脚の上端間に上向き開放した断面コ字形の支持杆を渡設するとともに、下部間に
連結杆を連結してなることも好ましい（請求項３）。
【００１１】
　更に、前記縦ダクトは、中間脚の両支脚の間に、上段コード受けを前記支持杆に吊止部
材を用いて吊り下げ状に設けるとともに、下段コード受けを高さ調節可能に設け、更に前
記中間脚と上段コード受け及び下段コード受けを取り囲むように一対のダクトカバーを、
両支脚の外側側面に係着手段にて取付けてなることがより好ましい（請求項４）。
【００１２】
　また、前記係着手段として、前記両支脚の内側面に複数の係止部を設けた係止金具を、
該係止部が支脚の端面から突出するように取付け、前記ダクトカバーの内面両側部に設け
た補強部材に前記係止金具の係止部に係止する係止孔若しくは係止凹部を設け、前記係止
金具の支脚への取付姿勢に応じて前記ダクトカバーの取付位置を変化させてなることも好
ましい（請求項５）。
【００１３】
　そして、前記中間脚は、両側に板状の支脚を平行に配置し、両支脚間を複数のコード受
けで連結して一体化し、該支脚の上端に天板を支持する中間アームの中央部と固定する凹
部を設けてなることがより好ましい（請求項６）。
【発明の効果】
【００１４】
　以上にしてなる請求項１に係る発明のテーブルの配線ダクト装置は、複数の天板を横方
向に連設し、該天板を支持する中間脚に配線用の縦ダクトを設けてなるテーブルにおいて
、前記中間脚は、間隔を隔てて配置した一対の支脚を備え、前記縦ダクトは、前記中間脚
の両支脚を取り囲むように、平面視略コ字形の一対のダクトカバーを対向配置し、前記両
支脚の外側側面に、前記ダクトカバーの両端縁部を係着手段にて着脱可能且つ取付位置を
側方へ変更可能に係着し、両支脚及び１対のダクトカバーで縦方向に連続したダクト空間
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が形成されたので、床面からケーブルを引き出す位置が前記中間脚の位置からずれた場合
に、前記ダクトカバーを側方へ付け替えて前記縦ダクトの空間内にケーブル引き出し位置
を取り込むことができ、もってケーブルを露出することなく床面から天板下へ導くことが
できる。
【００１５】
　請求項２によれば、前記係着手段として、前記ダクトカバーの両端縁部の内側と前記両
支脚の外側側面の一方にマグネット又は係合爪を設け、他方にスチール板等の吸着面又は
係合孔を形成し、前記マグネットを吸着面に吸着し又は係合爪を係合孔に係止してダクト
カバーを係着してなるので、ダクトカバーの支脚への着脱が容易であるとともに、マグネ
ットを用いた場合、吸着面の範囲内であれば取付位置の変更も任意あるいは多段階にでき
、また係合爪と係合孔を用いる場合、少なくとも最小と最大の２箇所に設ければ付け替え
ることができ、通常の状態での縦ダクトの空間を必要最小限の大きさにすることができる
。
【００１６】
　請求項３によれば、前記中間脚は、テーブルの奥行方向の前後両側に間隔を隔てて一対
の支脚を配置し、両支脚の上端間に上向き開放した断面コ字形の支持杆を渡設するととも
に、下部間に連結杆を連結してなるので、天板の支持に供する中間脚に構造的な制約を設
けずに一対のダクトカバーを装着するだけで縦ダクトを構成できる。
【００１７】
　請求項４によれば、前記縦ダクトは、中間脚の両支脚の間に、上段コード受けを前記支
持杆に吊止部材を用いて吊り下げ状に設けるとともに、下段コード受けを高さ調節可能に
設け、更に前記中間脚と上段コード受け及び下段コード受けを取り囲むように一対のダク
トカバーを、両支脚の外側側面に係着手段にて取付けてなるので、縦ダクトのダクト空間
内に大容量のケーブル収納部が設けられ、余剰ケーブルを収容することができるので、床
面にケーブルがはみ出す心配がない。
【００１８】
　請求項５によれば、前記係着手段として、前記両支脚の内側面に複数の係止部を設けた
係止金具を、該係止部が支脚の端面から突出するように取付け、前記ダクトカバーの内面
両側部に設けた補強部材に前記係止金具の係止部に係止する係止孔若しくは係止凹部を設
け、前記係止金具の支脚への取付姿勢に応じて前記ダクトカバーの取付位置を変化させて
なるので、簡単な構造によりダクトカバーの取付位置を多段階に変更することができ、ま
たダクトカバーの支持状態も安定である。
【００１９】
　請求項６によれば、前記中間脚は、両側に板状の支脚を平行に配置し、両支脚間を複数
のコード受けで連結して一体化し、該支脚の上端に天板を支持する中間アームの中央部と
固定する凹部を設けてなるので、中間脚の構造が単純になりコスト低減化に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係るテーブルの全体斜視図である。
【図２】同じくテーブルの部分底面図である。
【図３】ファンクションエッジの部分斜視図である。
【図４】天板の端縁部にファンクションエッジを設けた状態の部分縦断面図である。
【図５】中間脚と縦ダクトの構造を示す部分分解斜視図である。
【図６】中間アームと中間ブラケットを示す部分平面図である。
【図７】同じく中間アームと中間ブラケットを示す斜視図である。
【図８】ファンクションエッジの連結部の構造を示す部分分解斜視図である。
【図９】同じくファンクションエッジの連結部の構造を示す部分底面図である。
【図１０】テーブルのコーナー部の構造を示す分解斜視図である。
【図１１】脚ブラケットの周りの構造を示す分解斜視図である。
【図１２】同じく脚ブラケットの周りの構造を示す分解平面図である。
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【図１３】天板の連結部の構造を示す一部省略した部分平面図である。
【図１４】縦ダクトの構造を示し、通常の状態の部分平面図である。
【図１５】縦ダクトの構造を示し、一方のダクトカバーを外側にずらせて係着してダクト
空間を拡張した状態の部分平面図である。
【図１６】アクセスフロアと中間脚及び縦ダクトの位置関係を示し、通常の状態で縦ダク
トを利用できる場合の説明用平面図である。
【図１７】アクセスフロアと中間脚及び縦ダクトの位置関係を示し、一方のダクトカバー
を外側にずらせて係着してダクト空間を拡張した状態で縦ダクトを利用する場合の説明用
平面図である。
【図１８】ファンクションエッジの係止レール部を利用して接続ユニットを取付けた状態
の部分縦断面図である。
【図１９】接続ユニットの一部省略した全体斜視図である。
【図２０】ファンクションエッジの係止レール部を利用して接続ユニットを取付けた状態
を一部省略して示した部分正面図である。
【図２１】ファンクションエッジの他の実施形態を示す部分縦断面図である。
【図２２】縦ダクトの他の実施形態を示し、ダクトカバーを支脚に最も接近させて支持し
た状態の縦ダクトの簡略縦断面図である。
【図２３】同じく縦ダクトの平面図である。
【図２４】ダクトカバーの部分側面図である。
【図２５】係止金具の斜視図である。
【図２６】同じく縦ダクトの部分拡大縦断面図である。
【図２７】ダクトカバーを支脚から離して支持した状態の縦ダクトの平面図である。
【図２８】同じく縦ダクトの部分拡大縦断面図である。
【図２９】縦ダクトの更に他の実施形態を示し、ダクトカバーを支脚に最も接近させて支
持した状態の縦ダクトの簡略縦断面図である。
【図３０】同じく縦ダクトの平面図である。
【図３１】ダクトカバーの部分側面図である。
【図３２】係止金具の斜視図である。
【図３３】ダクトカバーを支脚から離して支持した状態の縦ダクトの部分拡大縦断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、添付図面に示した実施形態に基づき、本発明を更に詳細に説明する。図１は本発
明に係るテーブルの全体斜視図、図２～図１２はその詳細を示し、図中符号１は天板、２
は棒脚、３は中間脚、４は縦ダクト、５はキャビネットをそれぞれ示している。
【００２２】
　本発明に係るテーブルの全体構成は、図１及び図２に示すように、複数の天板１，…を
連設し、端部に位置する天板１の外側端おいて棒脚２，２で支持するとともに、天板１，
１の連結部においては中間脚３で支持し、該中間脚３は縦ダクト４の一部を構成している
。前記天板１，…の下方空間はフットフリー、ワゴンフリーとなっており、棒脚２以外の
どの位置でも着座することができ、また引出し付きのキャビネット５を自由に配置するこ
とができ、前記縦ダクト４の前面側にも配置できるようになっている。
【００２３】
　前記棒脚２は、図２及び図１１に示すように、脚ブラケット６を介して天板１の下面に
取付けられ、両脚ブラッケト６，６間にエンドアーム７を連結している。前記中間脚３は
、図２及び図５に示すように、上端に中間アーム８が側面視略Ｔ字状に取付けられ、該中
間アーム８は天板１，１の連結部に沿って配置されている。そして、隣接する前記中間脚
３，３の上端間には、図２及び図５に示すように、ファンクションビーム９，９が間隔を
置いて平行に連結され、更に前記エンドアーム７の中間部と中間脚３の上端間にもファン
クションビーム９，９が連結されている。そして、図２、図５～図９に示すように、前記
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中間アーム８の先端には中間ブラケット１０，１０が固定され、前記各天板１，…を前記
中間脚３、脚ブラケット６、エンドアーム７、ファンクションビーム９、中間ブラケット
１０に載置し、前記脚ブラケット６を天板１下面にネジ止めするとともに、前記エンドア
ーム７、中間アーム８及び中間ブラケット１０に側設された取付片１１，…を用いて天板
１下面にネジ止めしている。
【００２４】
　更に、図１～図４に示すように、前記各天板１の縁部には、側端面から下面縁部を覆う
ようにファンクションエッジ１２が設けられ、直線状に連続する部分においては、図１、
図４、図８及び図９に示すように、両ファンクションエッジ１２，１２を平面視略Ｔ字形
の連結金具１３と断面略Ｌ字形の連結板１４とで連結するとともに、図１、図１０～図１
２に示すように、前記連結金具１３を前記中間ブラケット１０に連結する一方、コーナー
部においては、交差する両ファンクションエッジ１２，１２の端部を４５度にカットし、
その端部をコーナーブラケット１５で連結している。そして、前記ファンクションエッジ
１２を天板１下面にネジ止めするとともに、前記コーナーブラケット１５も前記ブラケッ
ト６と同時に天板１下面にネジ止めする。
【００２５】
　前記天板１の上で使用するノート型パーソナルコンピュータ（ＰＣ）やタブレット型Ｐ
Ｃ等の電子機器に、電源を供給したり、ＬＡＮケーブル等の通信線を接続したりするには
、図１６及び図１７に示すように、アクセスフロアＡの表面に敷き詰めたタイルカーペッ
トＴの接合部分から各種のケーブルＣ１を引き出し、図５、図１３～図１７に示すような
前記縦ダクト４の内部を通して天板１の下面に導き、それから前記ファンクションビーム
９に沿って配線したり、天板１の下面に適宜設けた横ダクトを通して、最終的に図１８～
図２０に示すように、前記ファンクションエッジ１２に取付けた接続ユニット１６にケー
ブルＣを接続しておき、天板１の下面で周縁部（手元部）において、前記接続ユニット１
６に電子機器からのケーブルＣ２を接続する。また、天板１の上にＬＡＮシート（株式会
社イトーキの登録商標）を配置した場合にも前記縦ダクト４を利用して通信線を配線する
。
【００２６】
　次に、各部の詳細を更に説明する。本発明に係るテーブルの四隅に設けた前記棒脚２は
、図１１に示すように、前記脚ブラケット６を介して天板１の下面にネジ止めされる。前
記脚ブラケット６には、平面視略四角形であり、内方へ向いた角部に嵌合部１７を突設し
、角パイプで作成した前記エンドアーム７の端部を該嵌合部１７に外嵌し、ネジ止め連結
できるようになっている。また、前記脚ブラケット６には、前記嵌合部１７と対角位置に
ある他の角部に前記コーナーブラケット１５を接合できるようになっているとともに、こ
の角部の両側の辺縁に天板１から所定間隔を隔てた鍔部１８，１８を形成している。前記
棒脚２は、前記脚ブラケット６の下面に突設した円柱状の固定筒１９に外嵌し、上方から
挿通したネジで引き付けて連結している。
【００２７】
　また、本発明に係るテーブルの奥行方向の中央部で、前記天板１，１を連結する位置に
設けた前記中間脚３は、図５及び図１３に示すように、奥行方向の前後両側に一対の支脚
２０，２０を間隔を隔てて配置し、両支脚２０，２０の上端間に上向き開放した断面コ字
形の支持杆２１を渡設するとともに、下部間に連結杆２２を連結し、更にそれぞれの支脚
２０の下端には左右方向へ向いた接地杆２３を逆Ｔ字状に設け、該接地杆２３の両端部に
はアジャスター２４，２４を設けた構造である。前記支脚２０は、断面コ字形の杆体２５
，２５を左右に配し、前記支持杆２１は両杆体２５，２５の上端に挟むように固定し、両
杆体２５，２５を囲むように側板２６が設けられている。尚、前記接地杆２３を省略して
前記両支脚２０，２０の下端に直接又は間接的にアジャスター２４，２４を設けることも
ある。
【００２８】
　そして、図６及び図７に示すような前記中間アーム８の中央部を、前記中間脚３の支持
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杆２１の凹溝内に嵌合し、下方からネジ止めしている。前記中間アーム８は、角パイプで
形成され、両端部に前記中間ブラケット１０，１０を取付け、中間部には前記取付片１１
，…の他に前記中間脚３の近傍位置に偏平な連結片２７，２７を設けている。また、前記
中間脚３の両支脚２０，２０の上端左右両側には、前記ファンクションビーム９の端部を
外嵌してネジ止め連結するための嵌合部２８，２８を突設している。
【００２９】
　前記縦ダクト４は、前記中間脚３を用いて構成されている。前記縦ダクト４は、図５に
示すように、両支脚２０，２０の間に、上段コード受け２９を前記支持杆２１に吊止部材
３０を用いて吊り下げ状に設けるとともに、下段コード受け３１を高さ調節可能に設け、
更に前記中間脚３の両支脚２０，２０と上段コード受け２９及び下段コード受け３１を取
り囲むように一対のダクトカバー３２，３２を対向配置し、該ダクトカバー３２，３２の
両端縁部を両支脚２０，２０の外側側面に係着手段にて着脱可能且つ取付位置を側方へ変
更可能に設けて構成されている。尚、前記縦ダクト４に対応する天板１にはコード引出し
口を設けても良い。
【００３０】
　前記ファンクションエッジ１２は、図３及び図７に示すように、前記天板１の側端面か
ら下面縁部にかけて覆う形状になっており、複数の機能を備えている。先ず、前記ファン
クションエッジ１２は、前述の文字通り天板１のエッジ機能、天板１の補強機能、前記接
続ユニット１６等を取付けるオプション取付機能を備えている。前記ファンクションエッ
ジ１２は、アルミ押出し型材で作成されており、前記天板１の下面に接合する基板３３の
前端から立ち上がり前記天板１の側端面を覆う側面板３４を有し、該側面板３４の上縁か
ら内方へ前記天板１の上面縁部を僅かに覆うことが可能な幅の狭い保護片３５を延設し、
エッジ機能を構成している。そして、前記ファンクションエッジ１２の基板３３を前記天
板１の下面に取付け、前記側面板３４で天板１の側端面を覆い、前記保護片３５を天板１
の上面端縁に係合した状態で配置する。このように、前記天板１の側端部が完全にファン
クションエッジ１２で覆われるので、該天板１の端部は切りっ放しで良く、特別な加工は
不要となる。そのため、天板１は厚みさえ合わせれば、層構造は任意にでき、図示したよ
うに、木製のベース部１Ａの上にガラス板１Ｂを接合した複合板にも対応できる。
【００３１】
　更に、前記ファンクションエッジ１２は、前記側面板３４から下方へ延長し、それから
後方へ前記基板３３と平行に延びた下面板３６を有し、該下面板３６の後端に下方へ垂下
板３７を形成し、前記基板３３の後端部から垂下した後面板３８と前記垂下板３７の下端
を底面板３９で連結して、中空の断面略Ｌ字形の本体部４０を形成し、補強機能を構成し
ている。
【００３２】
　そして、前記ファンクションエッジ１２は、前記基板３３の後方延長部と前記底面板３
９の後方延長部の両端部から互いに接近する方向に延びた上下の係止板４１，４１と両係
止板４１，４１の間に開口溝４２を備えた内部に空間を有する係止レール部４３を形成し
、オプション取付機能を構成している。尚、前記係止板４１，４１の端部には、それぞれ
外側、つまり天板１の端部側へ向けて延びた補強片４４を形成し、前記係止板４１とで断
面略Ｌ字状の係止レール部４３を構成している。勿論、前記係止レール部４３も補強機能
の一部を構成する。更に、前記下面板３６の前後中間位置に凹溝４５を形成するとともに
、該凹溝４５の開口縁に対応する前記下面板３６の部分を延長して突片４６，４６を形成
し、第二のオプション取付機能を構成している。つまり、本実施形態では、前記ファンク
ションエッジ１２は、前記天板１の下面に取付ける補強機能を備えた中空の本体部４０を
有するとともに、該本体部４０の内側に後方へ向いた係止レール部４３を有し、該係止レ
ール部４３を用いて他部材を取付けるオプション取付機能を備えているのである。更に、
前記ファンクションエッジ１２の本体部４０の下面に、開口縁に突片４６，４６を有する
凹溝４５を形成して、第二のオプション取付機能としている。
【００３３】
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　更に詳しくは、前記ファンクションエッジ１２を前記天板１の下面にネジ止めするには
、前記凹溝４５内に開口４７を形成し、それに対応する基板３３に取付孔４８を形成し、
前記開口４７から挿入したネジ４９を取付孔４８に挿入して天板１の下面に埋設したオニ
メナット等に螺合する。ここで、前記開口４７は、ネジ４９の頭部４９Ａが通過するのに
十分な大きさを有し、前記ネジ４９を天板１の下面へ螺合した状態でも頭部４９Ａが凹溝
４５内に突出しないように寸法設定され、ネジ４９の存在を目立たなくしているとともに
、前記凹溝４５を利用する場合に支障がないようにしている。尚、前記凹溝４５は、本発
明に係るテーブルを移動させる際に、指を掛ける場合にも利用できる。
【００３４】
　次に、前記天板１，１の接合部において、隣接する前記ファンクションエッジ１２，１
２を前記連結金具１３と連結板１４を用いて直線状に連結する構造を図８及び図９に基づ
いて説明する。前記連結金具１３は、厚さの厚い金属板からなる縦長断面四角形の芯金５
０の中央部に挿入杆５１を平面視略Ｔ字形に側設し、前記芯金５０の両側部には前後に開
口した二つの螺孔５２，５２を形成するとともに、前記挿入杆５１にも上下に開口した螺
孔５３，５３を形成している。前記挿入杆５１は上向きに開口した断面略コ字形の部材で
あり、内部にナットを溶接し、該ナットに連通する通孔を底面に形成して前記螺孔５３，
５３とした。また、前記連結板１４は、厚さの薄い金属板を折曲形成した部材であり、幅
の広い垂直片５４と幅が狭い水平片５５とからなる。
【００３５】
　前記ファンクションエッジ１２の本体部４０には、前記垂下板３７、後面板３８、底面
板３９及び基板３３で囲まれた縦長の嵌合空間５６が形成され、該嵌合空間５６に前記連
結金具１３の芯金５０の半分が嵌合される。この際、前記挿入杆５１は、前記後面板３８
と、上側の係止板４１及び補強片４４の一部に形成した切欠部５７を通して内側、つまり
天板１の中央側へ向けて開口溝４２から突出する。また、前記ファンクションエッジ１２
の側面板３４と基板３３の内側に沿って形成した嵌合部５８に前記連結板１４が嵌入され
る。前記ファンクションエッジ１２の側面板３４の近傍に嵌合部５８を設け、直線状に隣
接する両ファンクションエッジ１２，１２の嵌合部５８に連結板１４の両端部を嵌入する
ことで、位置ずれを端縁に近いところで防止でき、より正確に連結できる。前記嵌合部５
８は、前記側面板３４の内側上端に形成した下向き係合溝５９と、前記基板３３の手前側
の外側縁部に設けた段落ち部６０に形成した外向き係合溝６１とで構成している。図４に
示すように、前記ファンクションエッジ１２を前記天板１に取付けた際に、前記天板１の
側端面と側面板３４及び基板３３の段落ち部６０との間に断面略Ｌ字形の空間が形成され
、この空間内に前記連結板１４を挿入して、垂直片５４の上縁を前記下向き係合溝５９に
係合するとともに、水平片５５の端部を前記外向き係合溝６１に係合する。そして、前記
ファンクションエッジ１２の開口溝４２内で、前記後面板３８に形成した通孔６２，６２
から挿入したネジ６３，６３を前記芯金５０の螺孔５２，５２に螺合して強固に両ファン
クションエッジ１２，１２を連結するとともに、前記連結板１４を前記嵌合部５８に嵌合
することにより、側面板３４と保護片３５に位置ずれが無く連結することができる。そし
て、前記連結金具１３の挿入杆５１は、前記中間ブラケット１０の先端面に開口した支持
孔６４に嵌入し、該中間ブラケット１０の下方から挿入したネジ６５，６５を前記螺孔５
３，５３に螺合して連結する。
【００３６】
　また、テーブルのコーナー部においては、図１０～図１２に示すように、前記コーナー
ブラケット１５の基部には、前記ファンクションエッジ１２の嵌合空間５６に嵌入する嵌
合片６６，６６を両側に突設するとともに、コーナー部のＲ面を形成するコーナー端面板
６７に前記嵌合部５８に係合する断面略Ｌ字形の係合片６８，６８を両側に突設している
。前記ファンクションエッジ１２を天板１のコーナー部に取付けるには、前記係止レール
部４３の端部の開口溝４２を前記脚ブラケット６の鍔部１８に係合させて仮支持しながら
、他端側を前記連結金具１３と連結板１４を用いて他のファンクションエッジ１２に連結
し、そして側端に位置するファンクションエッジ１２の両端部に前記コーナーブラケット
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１５，１５を前述のように嵌合した状態で、該ファンクションエッジ１２の開口溝４２を
両側の脚ブラケット６，６の鍔部１８，１８に係合すると同時に、両コーナーブラケット
１５，１５の嵌合片６６と係合片６８を前後縁に設けた前記ファンクションエッジ１２，
１２の端部に嵌合し、それから前述のように、ネジ４９，…で天板１の下面に螺合する。
【００３７】
　次に、図５、図１３～図１７に基づいて、前記縦ダクト４によるアクセスフロアＡから
のケーブルＣの配線例を説明する。前記縦ダクト４は、中間脚３の両支脚２０，２０の側
板２６，２６の外面に、平面視略コ字形の１対のダクトカバー３２，３２の端縁部を係着
手段により着脱可能且つ水平方向で取付位置を側方へ変更可能に係着できるようになって
いる。前記両支脚２０，２０の側板２６，２６及び１対のダクトカバー３２，３２で縦方
向に連続したダクト空間が形成される。前記係着手段として、前記ダクトカバー３２の両
端縁部６９，６９の内側と前記両支脚２０，２０の側板２６，２６の一方にマグネット７
０，…を設け、他方面をスチール板等の吸着面７１とし、前記マグネット７０，…を吸着
面７１に吸着することによって前記ダクトカバー３２を保持している。本実施形態では、
ダクトカバー３２の両端縁部６９，６９にマグネット７０，…を設けている。そして、前
記吸着面７１に対する前記マグネット７０，…による吸着位置を変えることにより、左右
方向、つまり前記テーブルの長手方向にダクトカバー３２の取付位置を変えることができ
る。ここで、前記ダクトカバー３２の位置調節量を大きくするためには、前記中間脚３の
両支脚２０，２０の側板２６，２６の横幅を広くすれば良い。尚、本実施形態では、係着
手段としてマグネットとスチール板等の吸着面としたが、面ファスナーを用いることや、
係合爪と係合孔、係止孔とフックを用いても良い。これらは、前記ダクトカバー３２を少
なくとも２段階に付け替えることができるように、前記両支脚２０，２０の側板２６，２
６に左右方向に複数設ける。
【００３８】
　図１４は、両ダクトカバー３２，３２を最も接近させて係着した状態を示し、図１５は
一方のダクトカバー３２を左右方向に変化させてダクト空間を拡張させて係着した状態を
示している。図１５～図１７に示すように、前記アクセスフロアＡは、１辺が５０ｃｍの
正方形の床材７２を隙間無く敷き詰め、両側縁の中央部にケーブルＣの引出口７３，７３
を設けている。前記床材７２は、隣接する他の床材７２同士は９０度回転させた状態に交
互に配列させ、どの位置でも４辺に接近して引出口７３が位置するようにしている。そし
て、前記アクセスフロアＡの上には１辺が５０ｃｍの正方形のタイルカーペットＴを中心
が床材７２の頂角に位置するように半分ずらせて敷き詰めている。つまり、前記床材７２
の引出口７３は、タイルカーペットＴの側縁に位置するので、該タイルカーペットＴの側
縁を若干捲れば、前記引出口７３の穴ＨからケーブルＣを引き出すことができる。
【００３９】
　本実施形態では、前記縦ダクト４の通常状態における外形寸法は３１５ｍｍ角の正方形
としている。但し、角部には丸みを設けている。通常、本発明に係るテーブルを所望位置
に設置したとき、図１６に示すように、大抵の場合には通常状態における前記縦ダクト４
の内部に何れかの引出口７３が位置するので、該当する引出口７３の穴ＨからケーブルＣ
を引き出し、タイルカーペットＴの隙間から両ダクトカバー３２，３２間のダクト空間を
通して天板１に配線することができる。特に、前記縦ダクト４は一つのテーブルに複数設
けた場合には、その確率はさらに高まる。しかし、不幸にも、全ての縦ダクト４の内部に
一つも引出口７３が位置しない場合もある。図１５に示すように、前記ダクトカバー３２
を側方へずらして係着することにより、ダクト空間の内部に引出口７３を取り込むことが
できる。図１７に示すように、縦ダクト４の中心が床材７２の頂角に位置する最悪条件の
場合にも、前記ダクトカバー３２を側方へずらしてダクト空間の内部に引出口７３の穴Ｈ
を取り込むことができるようにするには、前記ダクトカバー３２の取付位置を９２．５ｍ
ｍだけ変えられるようにすれば良い。そのためには、前記中間脚３の支脚２０の側板２６
の幅を最低１８５ｍｍは必要であり、重ねしろを考慮すれば実際には２２～２３ｃｍ程度
あれば十分である。この程度であれば、両ダクトカバー３２，３２を再接近させた通常状
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態でも、干渉することなく内部に側板２６を位置させることができる。
【００４０】
　前記縦ダクト４を用いて天板１下面まで配線したケーブルＣは、テーブルの下面縁部に
設けた前記接続ユニット１６まで配線され、天板１上で使用する電子機器に対する電源コ
ードやＬＡＮケーブルを手元で接続することができる。前記接続ユニット１６は、図１８
～図２０に示すように、接続ボックス７４と、前記ファンクションエッジ１２の係止レー
ル部４３に取付けるための取付金具７５とからなり、前記接続ボックス７４には、電源コ
ードＣ２のコンセントを接続する差込口７６が前面に複数形成されている。前記差込口７
６は、ＬＡＮケーブルの場合にはＲＪ－４５等のコネクターを設ける。前記取付金具７５
は、金属板をクランク状に屈曲した取付部材７７の下部を前記接続ボックス７４の背面に
取付け、上部に設けた締結具７８を用いて前記ファンクションエッジ１２の係止レール部
４３に取付ける。
【００４１】
　前記取付金具７５の取付部材７７は、前記接続ボックス７４の背面にネジ７９，７９を
用いて取付ける取付板８０と、該取付板８０から手前側に直角に折曲した屈曲板８１と、
該屈曲板８１の手前端から垂直に立ち上がった支持板８２とからなり、前記締結具７８は
前記支持板８２の通孔８３，８３に後側から挿通した締結ネジ８４，８４の端部に螺合し
たコマ片８５，８５とからなっている。前記コマ片８５は、短尺寸法が前記係止レール部
４３の開口溝４２の開口幅よりも小さく、長尺寸法が前記係止レール部４３の内部空間の
上下寸法より大きく、両端を斜めにカットして前記基板３３と底面板３９に当接する当接
部８６，８６を形成した正面視で平行四辺形の形状である。
【００４２】
　そして、前記接続ユニット１６は、図１８及び図１９に示すように、前記取付部材７７
の取付板８０を前記接続ボックス７４の背面に接合するとともに、前記屈曲板８１を該接
続ボックス７４の上面に接合した状態で、取付板８０をネジ７９，７９で取付け、前記取
付部材７７の支持板８２に前記締結具７８，７８を装着し、ユニット化する。それから、
図１９に示すように、前記締結具７８，７８のコマ片８５，８５を水平に直列させた状態
で、前記ファンクションエッジ１２の係止レール部４３の開口溝４２に後方から挿入し、
前記接続ボックス７４の上面を底面板３９に当接した状態で前記締結ネジ８４を締付ける
と、最初は前記コマ片８５は供回りするが、当接部８６，８６が前記基板３３と底面板３
９に当接してからは回転が規制され徐々に引き付けられ、遂には前記係止板４１，４１に
形成した補強片４４，４４に当接し、該コマ片８５と前記支持板８２とで補強片４４，４
４を締付けて取付ける。
【００４３】
　前記接続ユニット１６を前記ファンクションエッジ１２に取付けた状態では、前記接続
ボックス７４の前面は、前記ファンクションエッジ１２の垂下板３７と略面一となる。つ
まり、前記接続ボックス７４の差込口７６の位置は、前記天板１の端縁から後退した位置
になる。それにより、前記接続ボックス７４の差込口７６に天板１の上面に置いた電子機
器からのケーブルＣ２のプラグ８７を接続した際に、ケーブルＣ２が天板１の端縁から大
きく突出することがなくなる。また、前記締結具７８，７８を緩めれば、前記接続ユニッ
ト１６は前記ファンクションエッジ１２の係止レール部４３に沿った任意の位置に移動さ
せることができる。
【００４４】
　図２１には前記ファンクションエッジ１２を他の実施形態を示している。本実施形態の
ファンクションエッジ１２は、前記天板１上にこぼした水等の液体が前記保護片３５と天
板１の隙間から浸入し、基板３３の上に溜まることを防止できる構造とした。この場合、
前記天板１の下面縁部を斜めにカットして面取り部８８を形成している。そして、前記フ
ァンクションエッジ１２は、前記基板３３の手前側部分を前記面取り部８８に対応した傾
斜板８９とし、該傾斜板８９の中間部に全長にわたり排水溝９０を形成し、該排水溝９０
と下面板３６との適所に排水孔９１，９１を形成している。その他の構造で前述のものと
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異なるところは、前記下面板３６の手前端部分を下方へ膨出させ（膨出部３６Ａ）、その
後方に前記垂下板３７に至るまでを凹溝４５とし、前記本体部４０の中空部の手前端（外
側縁部）に上下に対向させて係合溝５９，６１を形成し、嵌合部５８としたところにある
。尚、前記凹溝４５の開口縁には突片４６を設けない。この場合、前記下面板３６の手前
側膨出部３６Ａは前記凹溝４５に指を掛けるのに適したものとなり、また内部は樋状にな
るので排水溝としての機能を有し、こぼれた液体は最終的にこの膨出部３６Ａに形成され
た排水孔９１から外部に排水される。また、前記ファンクションエッジ１２，１２同士を
連結する場合、係止レール部４３に沿って形成された嵌合空間５６には前記同様な連結金
具１３の芯金５０を挿入するが、前記本体部４０の内部に設けた前記嵌合部５８には単純
な厚板状の連結板１４を上下の係合溝５９，６１に係合させて挿入する。その他の構造は
前記同様であるので、同一符号を付してその説明は省略する。
【００４５】
　次に、図２２～図２８に基づいて、本発明に係る縦ダクト４の他の実施形態を中間脚３
とともに説明する。先ず、前記縦ダクト４の骨格となる中間脚３の構造を説明する。本実
施形態の中間脚３は、両側に剛性の高い板状の支脚２０，２０を対面させて並行に配し、
両支脚２０，２０間に、コード類を受ける受部材９２、上段コード受け２９及び下段コー
ド受け３１を連結することにより構造的に剛性を高め、前記各支脚２０の下端にはアジャ
スター２４，２４を設けている。そして、前記支脚２０，２０の上端中央部に、前記中間
アーム８の中央部を嵌合して固定するための凹部９３，９３を形成し、凹部９３内には固
定板９４が設けられている。そして、前記同様のダクトカバー３２，３２を前記両支脚２
０，２０の外側面９５に被さるように支持し、内部にダクト空間を形成して縦ダクト４を
構成している。
【００４６】
　前記ダクトカバー３２は、前記支脚２０の内側面９６に取付けた係止金具９７を用いて
、内外に多段階位置に係止できるようになっている。尚、前記ダクトカバー３２の両コー
ナー部の内側には、図２２～図２４に示すように、アングル状の補強部材９８．９８が固
着されており、該補強部材９８の前記支脚２０に対面する面の上下部には、前記係止金具
９７に係止する係止孔９９と係止凹部１００を形成している。本発明における係着手段は
、前記係止金具９７及び係止孔９９と係止凹部１００で構成している。前記係止凹部１０
０は、補強部材９８の下端を切り欠いて設けた。前記係止孔９９及び係止凹部１００の上
部は同じ形状となっており、位置決め精度を高めるために、前記係止金具９７の板厚に相
当する狭い係合溝１０１となっている。
【００４７】
　前記係止金具９７は、図２５に示すように、長尺の板部材であり、長手方向に沿った一
側縁の一端部に端部側へ向けてフック状の第１係止部１０２を形成し、他端部には間隔を
隔てて中央寄りから凹部となった第２係止部１０３、第３係止部１０４が形成されている
。また、前記係止金具９７の長手方向に沿った他側縁、即ち前記第１係止部１０２を設け
た側とは反対側の中央部に三角形状の当止片１０５を突設するとともに、前記第１係止部
１０２を形成した部分の略中央部に取付孔１０６を形成し、該取付孔１０６の周囲に該取
付孔１０６の中心から等距離位置に３個のダボ１０７，…を、係止金具９７の長手方向に
２個、前記第１係止部１０２を形成したフック部の側面に１個突設している。一方、前記
支脚２０の内側面９６の上下部の両側縁部に、つまり４箇所に前記係止金具９７をネジ止
めするための螺孔１０８，…を形成するとともに、該螺孔１０８の周囲に前記ダボ１０７
，…のいずれか嵌合する孔１０９，…を三箇所に設けている。尚、前記係止金具９７は、
左右で半対称形であるから２種を用意する。
【００４８】
　先ず、図２２及び図２６に示すように、前記係止金具９７を垂直にして、前記第１係止
部１０２が前記支脚２０の端部から突出する姿勢で、ネジ１１０を前記取付孔１０６に挿
通して、支脚２０の螺孔１０８に螺合する。このとき、係止金具９７の長手方向の二つの
ダボ１０７，１０７が、内側面９６の上下の孔１０９，１０９に嵌合して正確な角度に保
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持される。そして、各係止金具９７の第１係止部１０２に前記ダクトカバー３２の係止孔
９９及び係止凹部１００を係止する。このとき、前記補強部材９８は支脚２０の端面に当
接し、最も接近した位置にダクトカバー３２が支持され、内部のダクト空間は最も狭くな
る。
【００４９】
　次に、前記ダクトカバー３２を外側に変位させて支持する例を図２７及び図２８に基づ
いて説明する。それには、前記係止金具９７を水平にして、前記第２係止部１０３、第３
係止部１０４を上に向けた状態で、前記ネジ１１０を前記取付孔１０６に挿通して、支脚
２０の螺孔１０８に螺合する。このとき、前記係止金具９７の端部と第１係止部１０２の
フック部に設けたダボ１０７，１０７が、内側面９６の内側と上方の孔１０９，１０９に
嵌合して正確な角度に保持される。そして、水平状態の前記係止金具９７の端部から前記
ダクトカバー３２の係止孔９９に挿入し、前記係止凹部１００を前記第２係止部１０３又
は第３係止部１０４に係止する。前記第２係止部１０３に係止した場合には、前記当止片
１０５が前記補強部材９８に当止してそれ以上の内方変位を規制する。前記第２係止部１
０３に係止した場合（実線）が、前記ダクトカバー３２を二番目に外側に変位させた態様
であり、また第３係止部１０４に係止した場合（想像線）が、前記ダクトカバー３２を三
番目、つまり最も外側に変位させた態様である。
【００５０】
　最後に、図２９～図３３に基づいて、本発明に係る縦ダクト４の更に他の実施形態を説
明する。本実施形態は、図２２～図２８に示した実施形態の変形例であり、基本構成は前
述の実施形態と同様であるので、同一構成には同一符号を付して、その説明は省略する。
本実施形態も前記ダクトカバー３２は、前記支脚２０の内側面９６に取付けた係止金具１
１１を用いて、内外に２段階位置に係止できるようになっている。また、前記ダクトカバ
ー３２の両コーナー部の内側に設けた補強部材９８．９８は、本実施形態では、直交した
二つの側面９８Ａ，９８Ａのコーナー部に面取り部９８Ｂを形成した形状であり、前記支
脚２０の端面に対面する一つの側面９８Ａの上下部には、前記係止金具１１１に係止する
係止孔９９と係止凹部１００を形成している。本発明における係着手段は、前記係止金具
１１１及び係止孔９９と係止凹部１００で構成している。前記係止孔９９及び係止凹部１
００の上部は同じ形状となっており、位置決め精度を高めるために、前記係止金具１１１
の板厚に相当する上端までテーパー状の係合溝１０１となっている。
【００５１】
　前記係止金具１１１は、図３２に示すように、長尺の板部材であり、長手方向に沿った
一側縁の一端部に端部側へ向けてフック状の第１係止部１０２を形成し、他端部には凹部
となった第２係止部１０３が形成されている。本実施形態の第１係止部１０２と第２係止
部１０３は、凹部の底部を深く切り込み、前記補強部材９８の内外から挟持した状態で形
成できる形状である。また、前記係止金具１１１の長手方向に沿った他側縁、即ち前記第
１係止部１０２を設けた側とは反対側に三角形状の当止片１０５を突設するとともに、前
記第１係止部１０２を形成した部分の略中央部に取付孔１０６を形成し、該取付孔１０６
の周囲に該取付孔１０６の中心から等距離位置に３個のダボ１０７，…を、係止金具１１
１の長手方向に２個、前記第１係止部１０２を形成したフック部の側面に１個突設してい
る。一方、前記支脚２０の内側面９６の上下部の両側縁部に、つまり４箇所に前記係止金
具１１１をネジ止めするための螺孔１０８，…を形成するとともに、該螺孔１０８の周囲
に前記ダボ１０７，…のいずれか嵌合する孔１０９，…を三箇所に設けている。尚、前記
係止金具１１１は、左右で半対称形であるから２種を用意する。
【００５２】
　先ず、図２９に示すように、前記係止金具１１１を垂直にして、前記第１係止部１０２
が前記支脚２０の端部から突出する姿勢で、ネジ１１０を前記取付孔１０６に挿通して、
支脚２０の螺孔１０８に螺合する。このとき、係止金具１１１の長手方向の二つのダボ１
０７，１０７が、内側面９６の上下の孔１０９，１０９に嵌合して正確な角度に保持され
る。そして、各係止金具１１１の第１係止部１０２に前記ダクトカバー３２の係止孔９９
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及び係止凹部１００を係止する。このとき、前記補強部材９８は係止金具１１１の側縁に
当接し、最も接近した位置にダクトカバー３２が支持され、内部のダクト空間は最も狭く
なる。
【００５３】
　次に、前記ダクトカバー３２を外側に変位させて支持する例を図３３に基づいて説明す
る。それには、前記係止金具１１１を水平にして、前記第２係止部１０３を上に向けた状
態で、前記ネジ１１０を前記取付孔１０６に挿通して、支脚２０の螺孔１０８に螺合する
。このとき、前記係止金具１１１の端部と第１係止部１０２のフック部に設けたダボ１０
７，１０７が、内側面９６の内側と上方の孔１０９，１０９に嵌合して正確な角度に保持
される。そして、水平状態の前記係止金具１１１の端部から前記ダクトカバー３２の係止
孔９９に挿入し、前記係止凹部１００を前記第２係止部１０３に係止する。前記ダクトカ
バー３２が持ち上がって、第２係止部１０３から係止孔９９が外れた場合には、前記当止
片１０５が前記補強部材９８に当止してそれ以上の内方変位を規制する。
【符号の説明】
【００５４】
１　天板、　　　　　　　　　１Ａ　ベース部、
１Ｂ　ガラス板、　　　　　　２　棒脚、
３　中間脚、　　　　　　　　４　縦ダクト、
５　キャビネット、　　　　　６　脚ブラケット、
７　エンドアーム、　　　　　８　中間アーム、
９　ファンクションビーム、　１０　中間ブラケット、
１１　取付片、　　　　　　　１２　ファンクションエッジ、
１３　連結金具、　　　　　　１４　連結板、
１５　コーナーブラケット、　１６　接続ユニット、
１７　嵌合部、　　　　　　　１８　鍔部、
１９　固定筒、　　　　　　　２０　支脚、
２１　支持杆、　　　　　　　２２　連結杆、
２３　接地杆、　　　　　　　２４　アジャスター、
２５　杆体、　　　　　　　　２６　側板、
２７　連結片、　　　　　　　２８　嵌合部、
２９　上段コード受け、　　　３０　受部材、
３１　下段コード受け、　　　３２　ダクトカバー、
３３　基板、　　　　　　　　３４　側面板、
３５　保護片、　　　　　　　３６　下面板、
３７　垂下板、　　　　　　　３８　後面板、
３９　底面板、　　　　　　　４０　本体部、
４１　係止板、　　　　　　　４２　開口溝、
４３　係止レール部、　　　　４４　補強片、
４５　凹溝、　　　　　　　　４６　突片、
４７　開口、　　　　　　　　４８　取付孔、
４９　ネジ、　　　　　　　　４９Ａ　頭部、
５０　芯金、　　　　　　　　５１　挿入杆、
５２　螺孔、　　　　　　　　５３　螺孔、
５４　垂直片、　　　　　　　５５　水平片、
５６　嵌合空間、　　　　　　５７　切欠部、
５８　嵌合部、　　　　　　　５９　係合溝、
６０　段落ち部、　　　　　　６１　係合溝、
６２　通孔、　　　　　　　　６３　ネジ、
６４　支持孔、　　　　　　　６５　ネジ、
６６　嵌合片、　　　　　　　６７　コーナー端面板、
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６８　係合片、　　　　　　　６９　端縁部、
７０　マグネット、　　　　　７１　吸着面、
７２　床材、　　　　　　　　７３　引出口、
７４　接続ボックス、　　　　７５　取付金具、
７６　差込口、　　　　　　　７７　取付部材、
７８　締結具、　　　　　　　７９　ネジ、
８０　取付板、　　　　　　　８１　屈曲板、
８２　支持板、　　　　　　　８３　通孔、
８４　締結ネジ、　　　　　　８５　コマ片、
８６　当接部、　　　　　　　８７　プラグ、
８８　面取り部、　　　　　　８９　傾斜板、
９０　排水溝、　　　　　　　９１　排水孔、
９２　受部材、　　　　　　　９３　凹部、
９４　固定板、　　　　　　　９５　外側面、
９６　内側面、　　　　　　　９７　係止金具、
９８　補強部材、　　　　　　９９　係止孔、
１００　係止凹部、　　　　　１０１　係合溝、
１０２　第１係止部、　　　　１０３　第２係止部、
１０４　第３係止部、　　　　１０５　当止片、
１０６　取付孔、　　　　　　１０７　ダボ、
１０８　螺孔、　　　　　　　１０９　孔、
１１０　ネジ、　　　　　　　１１１　係止金具、
Ａ　アクセスフロア、
Ｈ　穴、
Ｃ，Ｃ１，Ｃ２       ケーブル、
Ｔ　タイルカーペット。
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